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【重要】学内体育施設の利用停止について 

 

 新型コロナウイルスの集団感染を防ぐため、下記期間について、市ヶ谷、多摩、川崎のトレーニングルームを

含む屋内の全体育施設の利用を停止させていただきます。なお、建物の閉鎖ではなく、ロッカー、更衣室など

は利用可能です。 

 

これは、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解、大学の危機対策本部会議の決

定に基づくものです。 

 

なお、３月３０日（月）以降の利用については３月２３日（月）頃を目途にお知らせいたします。 

 

利用停止期間 

2020年 3月 9日(月)～3月 29日(日) 

 

 

                                                               以上 

 

 


